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 抄 録 米国、欧州及び中国に外国出願する場合、基礎となる日本出願の段階から、可能な限

り日本、米国、欧州及び中国で通用するクレームをドラフティングしたいという要望が近時増えて

いる。この要望を実現するためには、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの類型やクレ

ーム解釈の考え方の相違等を踏まえ、さらに、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの記

載に関する要件等の相違を十分に考慮する必要がある。本稿では、これらの相違を踏まえ、日本

出願の明細書の実施例の欄の最後に、日本、米国、欧州及び中国で求められる要件の相違を踏

まえた基礎クレームを作成すると共に、日本、米国、欧州及び中国のそれぞれの国のクレームを

、当該基礎クレームから必要なクレームを選択・修正して作成する態様を提案する。 
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１．はじめに 

 

 経済活動のグローバル化及びネットワークの発達

等に伴い、日本のみならず、世界で通用する強い特

許の取得の必要性が益々高まっている。 

 これまで、米国、欧州、中国等の外国に出願する

場合、既に出願済みの日本出願の明細書・クレーム

を外国出願の際に適宜変更して外国出願用の明細

書・クレームを作成するという方法が一般にとられて

いた。 

 しかし、最近の傾向として、日本出願の準備段階

から外国出願を意識する出願人が増えている。日本

出願の明細書・クレームの作成時に外国に出願する

予定があれば、最初から日本のみならず、外国出願

が予定されている国の特許要件や特許実務に適合

するような記載とするのが合理的である。また、そう

することによって、日本出願の明細書・クレームがよ

り明確になり、内容が充実する場合も多い。 

 本稿では、出願国として選択されることが多い日本

、米国、欧州及び中国（以下「日米欧中」という）にお

ける特許要件や特許実務の相違を検討し、その上

で、日米欧中で通用するクレームをどのようにドラフ

ティングしたらよいのかについて、ＩＴ関係、通信関

係、機械関係等の分野において日米欧中に出願す

る場合を前提に考察する。 

 

２．日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲

に関する要件 

 

 まず、日米欧中におけるクレームの解釈及び権利

範囲に関する要件の相違等について検討する。 

 

２．１ 保護対象 

 

(1) 何が保護対象か 

1) 日本では、特許法 29 条 1 項柱書に規定されて
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いる「産業上利用することができる発明」の要件は、「

発明」であることの要件と「産業上利用することがで

きる」ことの要件（いわゆる「産業上の利用性」）とに

分けられる。 

 発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作

のうち高度のものをいう（特許法 2 条 1 項）。発明で

ないものの例としては、自然法則自体、単なる発見

であって創作でないもの、自然法則に反するもの、

自然法則を利用していないもの、技術的思想でない

ものが挙げられる 1)。 

2) 米国では、保護対象は、米国特許法（以下「USC

」という）101 条に規定されているとおり、process、

machine、manufacture、composition of matter、又は

それらの新規で有用な改良である。ただし、自然法

則、自然現象、抽象概念は、特許保護対象ではな

い 2)。 

3) 欧州では、発明とは何かについての定義はない

。しかし、欧州特許条約（以下「EPC」という）52(2)に

おいて発明として認められない主題などを例示列挙

している。同規定によると発明として認められないも

のは、「発見」「科学的論理や数学的方法」「精神的

な活動」「ゲームの方法」「ビジネスの方法を実行す

るための計画、規則、方法」「コンピュータプログラム

」及び「情報の提供」である。 

4) 中国では、専利法 2 条 2 項において「発明とは、

製品、方法又はその改良について出された新しい

技術方案をいう。」と定義されており、「（有形）物」と「

方法」が保護対象である。技術問題を解決するため

の技術手段を採用していない方案は保護されな

い 3)。 

 

 (2)ソフトウエア 

 ここでは、ソフトウエアが日米欧中の各国において

保護対象となるかどうかにつき簡単に述べ、詳細に

ついては「２．４ ソフトウエア関連発明」を参照され

たい。 

1) 日本では、ソフトウエア関連発明は、方法、物（装

置、プログラム、プログラムが記憶された媒体）として

、保護され得る 4)。 

2) 米国では、プログラム自体は保護対象でないとさ

れ、プログラムを記録した非一時的（non-transitory）

な記録媒体は保護対象である 5)。 

3) 欧州では、コンピュータプログラムそれ自体(as 

such)は発明として認められない主題である

(EPC52(2))。しかし、クレームされた主題が技術的特

徴を含んでいれば、保護対象となり得る 6)。 

4) 中国では、コンピュータプログラム自体及びプロ

グラムを格納した記録媒体は保護対象ではない（専

利法25条1項（2））7)。 

 

(3) 医療関連発明 

1) 日本では、人間を手術、治療又は診断する方法

は、産業上の利用性がないとされ、特許の対象外と

される 8)。 

 なお、医療機器の作動方法、人間の身体の各器官

の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資

料を収集するための方法は、保護対象となる 9)10)。ま

た、動物の治療方法、美容方法及び医療装置（器具

）も保護対象となる。 

2) 米国では、医療関連発明も保護対象である。た

だし、医療行為（バイオテクノロジー特許を除く）に

ついては差し止め請求及び損害賠償請求が認めら

れない（USC278条(c)）。 

3) 欧州では、人間又は動物に対する手術の方法、

診断の方法等の治療方法の発明は、不特許事由と

なっている(EPC53)。治療は、痛みや苦痛の軽減と

同時に、一般的に言えば病気の処置、狭い意味で

は実際の治療措置に関することである 11)。健康を維

持するための予防措置は治療のための処置に該当

する 12)。美容的処置と治療的処置の区別は難しい

が、クレームが明らかに化粧的処置の保護を求めて

おり、治療的処理の保護を求めていなければ、化粧

的処置に特許が付与される 13)。 

4) 中国では、人間又は動物の疾病の診断方法、治

療方法は保護対象ではない（専利法 25条 1項（3））

。診断、治療方法の実施に用いられる装置、物質又
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は材料や、単なる美容方法は保護対象になる 14)。 

 

(4) 機械関係等の分野の発明 

 ソフトウエア分野と医療関連分野以外の、例えば、

機械関係の分野では、日米欧中における保護対象

の差異はほとんど無い。 

 

２．２ 侵害となる行為 

 

(1) 日本では、業として他人の特許発明を実施する

行為は、直接侵害行為となる（特許法 2 条 3 項、68

条）。したがって、家庭内などの個人的な実施等、業

としての実施でない場合は直接侵害を構成しない。

なお、間接侵害においては、直接侵害の存否にか

かわらず、間接侵害が成立する場合がある（特許法

101条1,2,4,5号）。 

 (2) 米国では、発明の製造、使用、販売の申し出、

販売、又は輸入、また、発明がプロセスの場合には

、発明により製造された製品の使用、販売の申し出

、販売、又は輸入、を第三者が行うことを禁止する権

利が、特許により与えられる（USC154条(a)(1)）。 

 また、発明の侵害を教唆するものは侵害者として

の責を負う（教唆侵害）（USC271条(b)）。 

 非侵害の用途に適した必需品又は流通品でない

、発明の本質的な部分となる物について、特許侵害

をなす使用のために特別に製造されあるいは特別

に適合されたものであることを知りながら、販売の申

し出、販売、又は輸入をした者は、寄与侵害者として

の責を負う（USC271条(c)）。 

 なお米国では、「業として」は特許権の実施の要件

となっていない。したがって、消費者である個人に

対して侵害行為を問うことも可能である。 

(3) EPC においては、侵害となる行為に関する規定

はないので、欧州における侵害となる行為の例とし

て、独国における侵害となる行為を説明する。 

 独国では、物の発明の場合は、第三者が、当該物

を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該

目的のためにこれらの物を輸入若しくは保持するこ

と、方法の発明の場合は、当該方法を使用すること

、又はその方法を他人に提供することを禁止する権

利が与えられる（独国特許法 9 条）。また独国では、

特許権は、非商業目的で私的に行われる行為には

及ばない（独国特許法 11条）。 

(4) 中国では、生産経営の目的で（業として）、専利

製品を製造、使用、販売の申出、販売又は輸入をす

る行為、専利方法の使用行為、専利方法で直接得ら

れた物品を使用、販売の申出、販売、輸入をする行

為は、特許権侵害となる（専利法 11条1項）。 

 

２．３ クレーム解釈の基本的考え方 

 

(1) 日本では、特許発明の技術的範囲は、特許請求

の範囲の記載に基づいて定められる（特許法 70 条

1 項）。特許請求の範囲に記載された用語の意義は

、明細書及び図面の記載を考慮して解釈される（特

許法 70 条 2 項）。なお、要約書の記載は権利範囲

の解釈に用いてはならないとされている（特許法 70

条3項）。 

 なお、明細書の技術用語を理解ないし解釈する際

に、辞典類における定義あるいは説明を参考にする

ことももちろん必要ではあるが、それのみによって理

解ないし解釈を得ようとするのは妥当ではなく、まず

、明細書又は図面の記載に基づいて、そこで用いら

れている技術用語の意味あるいは内容を理解ない

し解釈すべきであるとされている 15)。 

 また、リパーゼ事件においては、新規性及び進歩

性における発明の要旨認定は、特段の事情のない

限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるとし

た。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的

に明確に理解できないとか、一見してその記載が誤

記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載

に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場

合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を

参酌することが許されると判示している 16)17)。 

(2) 米国では、審査時には、合理的で最も広い解釈

がクレームに対してなされる。クレームを補正する機
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会がある審査段階において合理的で最も広い解釈

を行うことにより、登録後において不当に広いクレー

ム解釈が行われる可能性を少なくしている 18)。 

 権利行使時においては、明細書及び審査履歴な

どの内部証拠を重視し、適宜、辞書や専門家証言な

どの外部証拠を参考にして、クレーム解釈が行われ

る 19)。 

 米国では要約書（Abstract of the Disclosure）は、ク

レームを解釈するための内的証拠の１つとして用い

られ得る 20)。 

 出願人自らが、用語を明確に定義することにより、

クレームの用語に対して通常の慣用的意味とは異な

る意味を与えることができる 21)。 

(3) 欧州では、明細書において、明示した規定ある

いは特別の意味を有する旨が示されている場合を

除き、クレームは、その文言について当該技術分野

における通常の意味及び範囲を有するものと解釈さ

れる。特別な意味を有する場合は、審査官はできる

だけクレームの文言のみで意味が明確になるように

クレームの補正を求める 22)。 

 要約書は単に技術情報として用いられ、クレーム

解釈等には用いることはできない(EPC85)。 

(4) 中国では、発明の保護範囲は、クレームの内容

に基づいて定める。明細書及び図面はクレームの

内容の解釈に用いることができる（専利法 59条 1項

）。クレームに記載された技術的特徴の全てを考察

しなければならず、イ号技術に、クレームの技術的

特徴の全て又はこれと均等の技術的特徴が含まれ

ていれば、イ号技術は特許権の技術的範囲に属す

ると認定される 23)。 

 クレームの意味を明確化することができない場合

には、技術マニュアルや教科書等の公知文献、及

び当業者の通常の理解を結合して解釈することがで

きる 24)。 

 要約書の内容は、特許権の保護範囲の解釈に用

いることはできない 25)。 

 

 

２．４ ソフトウエア関連発明 

 

(1) 日本では、コンピュータプログラム関連発明は、

物（プログラム、プログラムを記憶した媒体）、方法の

カテゴリとして、保護され得る 26)。 

 コンピュータ・ソフトウエア関連発明が保護されるた

めには、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必

要とされる。すなわち、ソフトウエアがコンピュータに

読み込まれることにより、ソフトウエアとハードウエア

資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に

応じた情報の演算又は加工を実現することにより、

使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又は

その動作方法が構築されることが必要である 27)。 

 なお、方法のステップの動作主体が人間を含み得

る場合（不明確な場合）、そのステップを含む方法の

発明は、明確でないとされる 28)。なお、ピクセル単位

の画像処理など、そもそも人間が動作主体となり得

ないステップにおいては、動作主体を明記しないス

テップであっても明確であり、許される運用がとられ

ている。 

 (2) 米国では、クレーム記載の各ステップに対して

、動作主体を記載することは特に要求されない。 

 したがって、構成要件であるステップが、人間によ

り実行される行為を含んでもよい。ただし、クレーム

発明を精神活動のみで実施できる場合、そのような

発明は保護対象でない 29)。 

 米国では、信号クレーム（過渡的な信号伝送形態）

そのものは保護対象でない5)。 

 プログラム自体は保護対象でないとされ、プログラ

ムを記録した非一時的（non-transitory）な記録媒体

は保護対象である 5)。 

(3) 欧州では、クレームされた発明が一見して技術

的特徴を有していない場合は、EPC52(2)で拒絶され

る。主題が一見して技術的特徴を有しているか否か

のテストを通過すると、新規性進歩性が検討され、

審査官により客観的な技術的課題が確立される。 

具体的には、コンピュータプログラムがコンピュー
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タを作動させているときに、通常の物理的効果を超

える「更なる技術的効果」を与える可能性があれば

特許対象となる 30)。 

「更なる技術的効果」としては、例えば、工業的処

理の制御、物理的存在を示す処理データ、要求され

るコンピュータ資源の管理、通信リンクでのデータ送

信レートなどに影響を与えるものが挙げられてい

る 6)。 

欧州では、クレーム記載の各ステップに対して、

動作主体を記載することは要求されていない 31)。し

かし、ステップの動作主体が何であれ、技術的考察

あるいは技術的貢献を含まなければ精神活動など

を遂行する方法に該当し、保護対象とならない 32)。 

媒体クレームは許されるが、その判断はコンピュ

ータプログラムと同じである 33)。 

また、信号クレームも許される。具体的な特許の

例として、EP83352がある。 

 (4) 中国では、プログラムを利用した装置又は方法

に係る発明において、プログラムを実行する目的が

技術課題を解決するためであって、プログラムを実

行して制御又は処理することが技術的手段を反映し

たものであり、技術的な効果を得る場合には、その

ような装置又は方法は保護対象となる 34)。 

カテゴリは、方法でも装置でも良いが、全体的に

当該発明の技術方案を反映し、技術課題を解決す

る技術的特徴を記載しなければならない 35)。 

 

２．５ 機能クレーム 

 

(1) 日本では、例えば、「物の発明」の場合に、作用

・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現

方式を用いることができる。同様に、「方法の発明」

の場合も、発明を特定するための事項として、行為

又は動作に使用する物、その他の表現形式を用い

ることができる。ただし、発明が明確である限りにお

いて許される 36)。 

 権利行使においては審査と異なり、機能クレーム

が実施例の開示の範囲に限定して解釈された事例

がある 37)38)。 

 (2) 米国では、機能的限定により発明を規定するこ

とには問題はなく、機能的限定は他のクレーム限定

と同様に考慮されなければならない 39)。しかしなが

ら、機能的限定はクレーム発明を不明瞭にする場合

があるので注意が必要である 40)。 

 全ての手段や方法を含むような非限定的な機能的

限定は、記載要件や実施可能要件を満たさない可

能性がある 41)。 

 機能的限定の一例としてミーンズプラスファンクシ

ョン表現を用いる場合があるが、USC112 条第６段落

に基づき、ミーンズプラスファンクションクレームは、

審査時及び権利行使時の両方において、明細書に

記載の対応する構造、物、又は行為並びにその均

等物として解釈される 42)。 

 なお、シングルミーンズクレームは認められない 43)

。 

(3) 欧州では、ある特徴についての唯一の実施例し

か明細書に掲げられていない場合であっても、当業

者がそれと同じ機能に対し他の手段を用いることが

可能と認識できれば、クレーム中で機能的特徴とし

て記載することができる。ただし、別の手段で採用で

きることが明細書中に曖昧に記載されているだけで

は、十分とはいえない 44)。 

(4) 中国では、ある技術的特徴が構造的特徴で特定

するよりも機能的特徴で特定するほうがより適切な場

合に、機能的特徴で発明を限定することが認められ

る 45)。 

 機能的クレームの審査において、クレーム製品と

対比文献に記載された製品とを機能によって区別で

きない場合、新規性を具備しないものと判断され

る 46)。 

 権利行使上、クレームにおいて機能により表され

ている技術的特徴について、人民法院（裁判所）は

明細書及び図面に表された当該機能の具体的な実

施態様及びそれと均等な実施形態と合わせて、当

該技術的特徴の内容を確定する 47)。 
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２．６ プロダクトバイプロセスクレーム 

 

(1) 日本では、発明の対象となるプロダクトの構成を

、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定

することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で

不適切であるときは、プロダクトバイプロセスクレー

ムが許される 48)。 

 なお、技術的範囲の解釈に関し、プロダクトの構造

又は特性により直接的に特定することが出願時にお

いて不可能又は困難であるとの事情が存在しない

場合（いわゆる「不真性プロダクトバイプロセスクレ

ーム」）には、その特許請求の範囲は、クレームに記

載された製造方法によって製造されたプロダクトに

限定されるとされた事例がある 49)50)51)。 

 (2) 米国では、プロダクトの特許性はその製造プロ

セスには依存せず、クレームのプロダクトが従来技

術のプロダクトから自明であれば、そのようなプロダ

クトに特許性はない 52)。 

 無効の判断においては、異なるプロセスで製造さ

れた従来技術プロダクトによりプロダクトバイプロセ

スクレームの新規性又は自明性が否定され、侵害の

判断においては、クレーム記載のプロセスにより生

成されたプロダクトである場合にのみ侵害となる 53)。 

(3) 欧州では、プロダクトは、新規なプロセスによっ

て製造されたという事実のみでは新規とされない 54)

。 

(4) 中国では、技術的特徴が構造的特徴又はパラメ

ータ的特徴で明確に表現できない場合、プロセス的

特徴によって表現するプロダクトバイプロセスクレー

ムが認められる 55)。 

 プロセスが必ずクレームプロダクトに対して対比文

献の製品と異なる特定の構造、組成等を具備させる

ことができると判断できれば、クレーム発明は新規性

を有する 56)。 

 

２．７ まとめ 

 

 以上の検討の結果、日米欧中におけるクレームの

解釈及び権利範囲に関する要件については、以下

の表１に示す相違があることがわかる。なお、表に

示されていない事項については、相違がないという

意味ではなく、相違を簡潔に表すことが出来ないた

め、表中での記載を割愛している。 

 

 

表１ 日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件 

 日本 米国 欧州 中国 

保護対象 プログラム ○ × △ × 

人の治療行為 × ○ × × 

侵害となる行為 「業として」が要件となるか ○ × － ○ 

ソフトウエア関連発明 方法の発明におけるステップの動作

主体 

要 不要 不要 不要 

信号クレーム × × ○ × 

媒体クレーム ○ ○ ○ × 

プロダクトバイプロセス 審査時に方法が限定となるか × × × ○ 

権利行使時に方法が限定となるか ○＊ ○ － ○ 

                                ＊真性の場合は× 
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３．日米欧中のクレームの記載に関する要件 

 

 次に、日米欧中におけるクレームの記載に関する

要件の相違等について検討する。 

 

３．１ 明確性 

 

 (1) 明細書とクレームの一致 

1) 日本では、クレームの記載がそれ自体で明確で

あると認められる場合は、明細書又は図面中にクレ

ームの用語についての定義又は説明があるかが検

討される。その定義又は説明によっては、かえって

クレームが不明確になることがある。 

 発明が明確であるか否かは、クレームの記載だけ

でなく、明細書の記載及び図面を考慮し、また、当

業者の出願当時における技術常識を基礎として、ク

レームの記載が、第三者に不足の不利益を及ぼす

ほどに不明確であるか否かという観点から判断され

る。その結果、クレームの記載から特許を受けようと

する発明が明確に把握できると認められれば明確

性の要件は満たされる 57)。なお、ことさらに、クレー

ムの記載内容それ自体を不明確なものにしてはなら

ないことはいうまでもないと判示した事件がある 58)。 

2) 米国では、クレームの用語が明確なサポートを有

するように、クレームと明細書との間での一致が求め

られる。ただし、クレームの用語を明細書中で使用

することは要求されず、クレームの用語の意味につ

いてのガイダンスが明細書にあればよい 59)。 

3) 欧州では、明細書とクレームとの不一致によって

保護の程度に疑義が生じ、EPC84 に規定する明確

性あるいはサポートを失う場合は、全ての不一致を

回避する必要がある 60)。 

4) 中国では、上位概念化した請求項については、

このような概念化が明細書に裏付けられているか否

かが審査される（専利法26条4項）。 

 

(2)相対的な文言 

1) 日本では、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な

文言は、単独で用いた場合には、限定の範囲が不

明確となることがほとんどであるから、明確性を欠くと

して許されない。 

2) 米国では、度合いを示す用語を含むという理由

により、クレームが不明瞭となるとは限らない 61)。明

細書に基づき当業者がクレームを理解できるか否か

により、クレームの適否が決まる 62)。 

3) 欧州では、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な

文言は、クレームで使用しないことが望ましい。ただ

し、「高周波」などの特定の技術分野で広く認められ

ている場合は使用しても問題はない（便覧Ｃ部Ⅲ章

4.6)。 

4) 中国では、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「

高温」、「高圧」、「広い範囲」等の基準が不明な文言

は明確性を欠くとして許されない 63)。 

 

(3) 約、およそなどの文言 

1) 日本では、審査の段階において、「略」、「約」、「

およそ」などの用語の不明確性を指摘される場合が

ある 64)。 

2) 米国では、一般に、明細書等にクレーム用語に

ついてのガイダンスが存在する、あるいは当業者が

その用語の意味するところを理解できるならば、クレ

ームは明瞭である 65)。 

3) 欧州では、出願の文脈上、意味が明確であるか

否かが判断される。新規性、進歩性に関し、先行技

術から曖昧なく発明を識別する妨げとならない場合

に限り使用が許される 66)。 

4) 中国では、「約」、「近く」、「等」、「又は類似物」等

の一般的不明確用語の使用も明確性を欠くとして許

されない 63)。 

 

(4) 商標の使用 

1) 日本では、当該商標の使用は、商標を使用しな

ければ当該物を表現できない場合に許される。ただ

し、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む

クレームについては、少なくとも出願日以前から出

願当時にかけて、その商標名で特定される物が特
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定の品質、組成、構造などを有する物であったこと

が当業者にとって明瞭でないときは、発明が不明確

になるとされる（特許法施行規則（以下「特施規」とい

う）様式29の 2）67)68)。 

2) 米国では、商標がクレームに用いられていること

自体は、不適切ではない。しかし、商標がクレーム

において特定の材料や製品を特定する限定として

用いられている場合、クレームは不明瞭である 69)。 

3) 欧州では、通常、商標の使用は認められない。

ただし、その使用が不可避でかつ正確な意味を持

つと一般に認められている場合は、使用が許され

る 70)。 

4) 中国では、登録商標を用いて物品又は製品を特

定する記載は避けなければならない 71)。 

 

 (5) 任意的特徴（例：好ましくは） 

1) 日本では、「例えば」、「など」、「好ましくは」、など

の字句と共に任意付加的事項又は選択的事項が記

載された表現がある結果、発明の範囲が不明確とな

る場合には、どのような条件のときにその任意付加

的事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、

クレームの記載事項が多義的に解されることがあ

る 67)72)。 

2) 米国では、１つのクレームにおいて広い範囲とそ

の中にある狭い範囲とを記載することは認められな

い（例：(A) “a temperature of between 45 and 78 

degrees Celsius, preferably between 50 and 60 

degrees Celsius”; and (B) “a predetermined quantity, 

for example, the maximum capacity.”）。ただし、広い

範囲を記載したクレームの従属クレームにおいて狭

い範囲を規定するのであれば問題はない 73)。 

 for example, such as等の用語がクレーム中で用い

られた場合、不明確であるとされた判例がある 74)。 

3) 欧州では、「望ましくは」「例えば」等の表現は、考

慮されない 75)。 

4) 中国では、「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必

要な場合」等の一般的不明確用語の使用も明確性

を欠くとして許されない。 

 図面の標記又は化学式及び数学式に使われる括

弧を除き、クレームを不明確にする可能性がある括

弧の使用はできる限り避ける。例：「（コンクリート）模

造の煉瓦」。ただし、通常に受け入れられる意味が

ある括弧は認められる。例：「（メタ）アクリル酸エステ

ル」、「10％～60％（重量）を含有するＡ」63)。 

 

(6) 達成すべき結果 

1) 日本では、達成すべき結果により規定された発

明を記載することは許される。しかしながら、例えば

、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明が

記載されているのみであり、出願時の技術常識に照

らしても、クレームに係る発明の範囲まで、発明の詳

細な説明において開示された内容を拡張ないし一

般化できるとはいえない場合、特許法 36 条 6 項 1

号に違反するとされる 76)。 

2) 米国では、発明が解決すべき課題や、達成する

機能又は結果をクレームに記載しているにすぎない

場合、クレーム範囲が不明確とされる可能性があ

る 77)。 

 また、例えば方法クレームにおいて、記載のステッ

プについて意図する結果を単にwhereby節で記載し

たとしても、重みのあるものとして考慮されない 78)。 

3) 欧州では、一般的に達成すべき結果で限定され

たクレームは許されるべきでないとされている。ただ

し、他のクレームの限定の仕方では、クレームを正

確に表現することができない場合などは認められ

る 79)。 

4) 中国では、製品のクレームにおいては、効果的

特徴で発明を特定することをできる限り避けなけれ

ばならない 80)。 

 

(7) 数値限定、数値の測定方法の明示 

1) 日本では、数値範囲により発明を限定することが

許される。なお、否定的表現での限定、上限又は下

限のみの限定、比較基準が明確でない限定、ゼロを

含む限定などを用いた結果、発明が不明確であると

判断される場合がある。また、明細書には、必要な
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場合は、数値の測定方法が特定されている必要が

ある 48)81)。 

2) 米国では、クレームにおいて数値による限定を

用いても、一般に、明瞭性について問題となること

はない 73)。 

 ただし、上限のみや下限のみ等の制限のない数

値範囲については、不明瞭と判断される場合があ

る 82)。 

3) 欧州では、製品を数値により特徴づけることは、

他の方法では発明を十分に規定できない場合に限

り許される。通常使用されていないパラメータの場合

は、先行技術との比較ができないので、明瞭性の欠

落と判断されることがある 83)。 

4) 中国では、出願時は、クレームの特徴点が数値

範囲に係る場合は、通常、その数値範囲の両端（両

端値が好ましい）の近傍にある数値の実施例を記載

しなければならない。数値範囲が比較的に広い場

合は、少なくとも１つの中間値の実施例を記載しな

ければならない 84)。 

 

(8)用途発明 

1) 日本では、物の発明としての用途発明は許され

る 85)86)。 「使用（利用）」は、「利用方法」として扱わ

れる 87)。 

2) 米国では、既存の組成について未知の特性を発

見したことにより、当該組成が特許的に新規であるこ

とにはならない 88)。既存の構造についての新規の

用途を発見した場合、使用プロセスとしてなら特許

になる可能性がある 89)。 

3) 欧州では、「物の用途」クレームは、「物を使用す

る方法」クレームと同等とみなされる 90)。 

4) 中国では、用途が製品自身の固有な特徴で決定

され、そして用途の特徴に従い製品の構造、組成が

変化したことを暗示していなければ、当該用途の特

徴で特定されている製品のクレームは対比文献の

製品に対して新規性を具備していない 91)。 

 

 

(9)図面の参照符号 

1) 日本では、クレームの内容を理解するために必

要があるときは、図面中の引用符号を括弧に入れて

記載することができる（特施規様式29の 2）92)。 

 実務上は、図面の引用符号を記載することは、ま

れである。権利解釈上、限定的な解釈がなされ、不

利になる可能性がある。 

2) 米国では、クレーム中で参照符号を用いる場合、

括弧内に記載する。参照符号はクレームの権利範

囲には影響しないと考えられている 93)。 しかし、ク

レーム中の参照符号が権利範囲に影響しないと明

確に示した判決例はなく、権利行使の観点からは十

分な注意が必要である。 

3) 欧州では、図面中の引用符号を括弧内に入れて

記載する。 

実施例が多数存在する場合は最重要の実施例の

引用符号を独立項に入れるだけでよい。しかし、引

用符号はクレームによって保護される事項を限定す

るものとみなしてはならず、クレームを理解しやすく

するためである 94)。 

4) 中国では、クレーム中に引用された添付図面の

符号はクレームへの制限と解してはならない（細則

19条4項）。 

 

(10)否定的限定 

1) 日本では、否定的限定によって、発明の範囲が

不明確になる場合には、否定的表現を用いることが

できない 67)。 

 「除くクレーム」は、許されるが、拒絶の理由を回避

する場合などに用いられる場合がほとんどであり、

出願時から、除くクレームを記載することはまれであ

る 86)。 

2) 米国では、否定的限定が本質的に曖昧であるあ

るいは不明確であるということはなく、権利範囲の境

界が明確である限り、問題はない。否定的限定や「

除く」条件は、出願時の開示に根拠がなければなら

ない 95)。 

3) 欧州では、肯定的な特徴の追記では明確性ある
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いは正確性を欠く場合に限り否定的限定が認められ

る 96)。 除くクレームは、除かれる事項（実施例）が当

初明細書に記載されていても、除かれた後の発明（

態様）が、当初明細書に暗示的にも記載されていな

い場合は、新規事項の追加となる 97)。 

 

(11) 選択的記載（代替的事項） 

1) 日本では、発明を特定するための事項が選択肢

で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質

又は機能を有しないために発明が不明確となる場

合には、この表現を用いることができない 67)。 

2) 米国では、クレーム中で“OR”を用いた選択的記

載を用いることは適切とされている 98)。 

3) 欧州では、クレーム中に複数の代替的事項を記

載することができる。ただし、単一のクレームにおけ

る代替的事項の数及び記載により、クレームを不明

瞭にしてはならず、解釈を困難にしてはならない 99)

。 

4) 中国では、並列選択法で概念化する場合、並列

選択法で概念化された具体的な内容は、当然同等

の効力を有する 100)。 

 

３．２ 発明の単一性 

 

(1) 日本では、発明の単一性は、二以上の発明が同

一の又は対応する特別な技術的特徴（以下「STF」と

いう）を有しているかどうかで判断する。すなわち、

一の発明の一の STF に対し､その他の全ての発明

のそれぞれの STF が同一の又は対応するものであ

るかどうかで判断する｡同一の又は対応する STF が

存在しないときは､発明の単一性の要件を満たさな

い｡ 

 STFとされたものが､発明の先行技術に対する貢献

をもたらすものでないことが明らかとなった場合には

､当該技術的特徴がSTFであることが事後的に否定

されることがあり得る 101)。 

 (2) 米国では、クレームは独立又は別個である場

合に限定要求の対象となる。デザイン、動作、及び

効果において結びつきがない発明は、互いに独立

である。デザイン、動作、効果の少なくとも１つにお

いて結びつきがなく、一方が他方に対して特許可能

である発明は、互いに別個である 102)。米国におい

て、STFという考え方はない。 

 方法と当該方法を実行する装置とは、以下の少な

くとも１つの条件を満たす場合に互いに別個である

とされる：（Ａ）実質的に異なる装置により、又は人手

（by hand）により、当該方法を実行できる；（Ｂ）当該

装置を用いて実質的に異なる方法を実行できる 103)

。 

 方法と当該方法により生成された物とは、以下の

少なくとも１つの条件を満たす場合に互いに別個で

あるとされる：（Ａ）当該方法が当該物を生成するた

めの自明な方法でなく、且つ、当該方法を用いて実

質的に異なる物を生成できる；（Ｂ）実質的に異なる

方法により当該物を生成できる 104)。 

(3) 欧州では、欧州出願は「一つの発明のみ又は単

一の一般的発明概念を形成するように関連している

一群の発明に関するものでなければならない」旨規

定している(EPC82)。 

EPC82 条で要求する発明相互の連関は、同一又

は対応する STFに関してクレームに表現されている

技術的関係でなければならない。STF は、その対象

の発明が全体として先行技術を凌駕する貢献を規

定する（EPC規則44(1)）。 

(4) 中国では、１つの出願は１つの発明構想に限ら

なければならない。１つの発明構想に属する２つ以

上の発明は、１つの出願とすることができる（専利法

31条）。 

 １つの又は複数の同一又は対応するSTFを備えな

ければならない。STFとは、各発明が全体として既存

技術に貢献した技術的特徴を指し（細則 34 条）、す

なわち従来技術に対して、発明が新規性に加え創

造性（進歩性）をも具備する技術的特徴である 105)。 

 

３．３ クレーム構造 
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(1)  日本では、構成要件列挙型、及びジェプソン

型（二部形式）のいずれであっても、適切な技術的

範囲を定めることができる 106)。 

 なお、プリアンブル（前提部）も、技術的範囲を定

義する構成要件として扱われる 107)108)。 

 「有する」、「含む」（comprising, including）を用いた

構成要件の列挙は、列挙されていない構成要件の

存在を一般に排除しない、いわゆる「オープン（open

）形式」と呼ばれる。これに対して、「よりなる」（

consisting of）を用いた構成要件の列挙は、列挙され

ていない構成要件の存在を一般に排除し、いわゆる

「クローズド（closed）形式」と呼ばれる。 「よりなる」

の用語を用いたクレームに関して、「のみよりなる」と

解釈された事例がある 109)。 

(2) 米国では、プリアンブルがクレームを限定するか

否かはケースバイケースで検討される 110)。クレーム

発明の構造を制限するプリアンブルの記載はクレー

ム限定として扱われる必要がある 111)。クレーム発明

の全ての限定をクレーム本体に記載し、プリアンブ

ルにおいて、クレーム発明の限定の定義ではなく発

明の目的や意図された用途を記載した場合、プリア

ンブルは限定として考慮されず、クレーム解釈に何

ら影響を与えない 112)。プリアンブルに記載された発

明の目的や意図された用途が構造的な差異をもた

らす場合、クレーム限定として機能する 113)。 

 ジェプソン型でクレームを記載した場合、プリアン

ブルに記載の事項は他人による従来技術であると

認めたことになる 114)。ただし、ジェプソン型でクレー

ムを記載することについて他の合理的な理由を示し

た場合には、従来技術であるとの認定を覆すことが

できる 115)。 

 米国では、comprisingは、including、containing、又

はcharacterized byと同義語であり、記載されていな

い付加的な要件を排除しない包含的表現（open）で

ある 116)。 

 consisting ofは、クレームに記載されていない要件

を排除する表現（closed）である 117)。 

 consisting essentially ofは、基本的であり且つ新規

である特性に実質的な影響を与えることのない物を

クレーム範囲に含んでよい表現である 118)。 

 havingは、明細書を参考にして解釈することにより

、openであるのかclosedであるのかが定められる表

現である 119)。 

3) 欧州では、クレームは、適切である限り、採用す

べき二部形式を定義している。即ち、前提部とそれ

に続く技術的特徴部である(EPC規則43(1)(a)(b))。 

不適切な二部形式としては、同等の地位にある公

知技術の組み合わせであって、進歩性が専らその

組み合わせに存在する場合、機能的に相互に関係

した部品の複雑なシステムであって、進歩性がこれ

らの素材の幾つか又はその相互関係における変更

の場合等である 120)。 

また、二部形式を避けるべき特殊な場合として、

関連先行技術のみがEPC54(3)（未公開の先願）に該

当する場合がある 121)。 

進歩性の審査に当たり、発明はクレーム全体によ

り規定されるものであるから、前提部分の特徴も考慮

される 122)。 

欧州では、comprisingは、包括的(open)に解釈さ

れる。consisting ofは、化合物の成分の比率が百分

率により特定されている場合は、如何なる追加の成

分も排除され、百分率は合計で１００％としなければ

ならない 123)。 

(4) 中国では、前提部と特徴部分とに分けた二部形

式で記載するのが原則である（細則 21 条１項）。 し

かし、発明の性質上、二部形式によって表現するこ

とが適当ではない場合、独立クレームはその他の方

式で作成することができる（細則21条2項）。 

 二部形式によって表現することが適当ではない場

合とは、以下の場合である 124)。 

 ① パイオニア発明 

 ② 発明の本質の特徴が組合せにあるもの 

 ③ 発明の改良箇所が、従来のものの省略又は代

替であるもの 

 ④ 発明の改良が、システム中の部材の交換又は

相互関係上の変化であるもの 
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 前提部も特徴部分と同等の作用を有する。 

 中国でも、open 形式と closed 形式の記載形式が

ある。 

 

３．４ 従属形式 

 

(1) 日本では、マルチクレーム（多数項従属クレーム

）、及びマルチクレームに従属するマルチクレーム

も許される（特施規24条の 3）。 

 なお、カテゴリが異なるクレームを引用するクレー

ムは許される。また、独立クレームがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを

含む場合に、ＤをＥで置き換えるような従属クレーム

、いわゆる置き換えクレームも許される。 

(2) 米国では、従属クレームは、発明内容の更なる

限定を記載し、参照先のクレームの全ての限定を含

むものとする（USC112条第４段落）。 

 マルチ従属クレームは複数のクレームを選択的に

参照するものであり、他のマルチ従属クレームの従

属元となることはできない（USC112条第５段落）。 

 また、置き換えクレームは許されない 125)。 

(3) 欧州では従属クレームは、先行する他のクレー

ムの全ての特徴を含むクレーム（EPC規則43(4)）。 

 独立クレームが二部形式の場合、従属クレームは

特徴部分だけでなく、前提部分の特徴について規

定しても良い。 

カテゴリが異なるクレームを引用する場合や置き

換えクレームは許されるが、従属クレームではなく、

独立クレームとして扱われる 126)。 

(4) 中国では、従属クレームはその前のクレームし

か引用できない。マルチクレームに多数項従属する

マルチクレームは、許されない（細則 22条2項）。 

 

３．５ クレームの個数制限 

 

(1) 日本では、クレームの個数制限はない。引用の

形式にかかわらず、現実のクレーム数で、出願審査

請求の料金が定まる。 

(2) 米国では、カテゴリの数、独立クレームの数、各

カテゴリでの独立クレームの数等について特に明示

的制限はない。独立クレームは３個まで、総クレーム

数は２０個まで、追加料金無しで提示できる。 

 マルチクレームを用いると、クレーム数とは関係な

く、単にマルチクレームを用いたという事実により、

超過料金が発生する。またクレーム数に応じた料金

計算では、マルチクレームを展開したクレーム数に

基づいて料金が計算される。 

(3) 欧州では、クレーム数が１５個を超える場合は、

追加手数料の支払いが求められる。クレーム数が５

１個以上の場合は、さらに高額の追加手数料の支払

いが求められる。 

また、独立クレームは各カテゴリにつき「１つ」に制

限される。（EPC規則43(2)） 

ただし、送信機と受信機のような相互に関連する

生産物、化合物を生産するための複数の製法のよう

な特定の課題についての代替的解決法の場合等は

、例外的に２つ以上の独立クレームが認められる。

(EPC規則43(2)(a)-(c)) 

(4) 中国では、出願付加費の納付義務が存在する（

細則 95 条）。出願付加費とは、クレーム数が 10 を

超えている場合等に納付する費用をいう。当該費用

の金額は、クレーム数等を以って算定される 127)。 

 

３．６ 補正の制限（新規事項追加の禁止） 

 

(1) 日本では、他国と同様に、新規事項の導入は制

限される（特許法 17条の 2第3項）。なお、「当初明

細書に明示的に記載された事項」だけでなく、明示

的な記載がなくても、「出願当初明細書等の記載か

ら自明な事項」に補正することは、新たな技術的事

項を導入するものではないから許される 128)129)130)。 

(2) 米国では、文言の言い換えは新規事項に該当

せず、文言を言い換えても同じ意味が保たれるので

あれば認められる 131)。出願時に知られていた辞書

の定義やその分野で認知されていた定義を含める

ことは新規事項に該当しない 132)。ある機能を実行す

る、ある特性を有する、ある理論に従い動作する、あ
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るいは、ある効果を奏することが当然である装置を

開示してある場合、当該出願は、それらの機能、理

論、効果を開示しているのと同じであり、当該機能、

理論、効果を後から記載するよう補正することは新

規事項の追加に該当しない 133)。 

(3) 欧州では、補正により出願当初の出願内容を超

える主題を含めることはできない 

（EPC123(2)）。 

出願当初に提示された情報から、直接かつ明瞭

に引き出せない情報を追加することは出願時の内

容を超えるので、新規事項の追加となる 134)。 

補正する場合は、補正を特定し、補正の根拠を示

さなければならない（EPC規則137(4)）。 

(4) 中国でも、出願の補正は、原明細書及びクレー

ムに記載した範囲を超えることはできない（専利法

33条）。 

 原明細書及びクレームに記載された範囲とは、原

明細書及びクレームに文字どおりに記載された内容

と、原明細書、クレーム及び図面に基づいて直接に

疑う余地無く確定できる内容とを含む 135)。 

 原明細書及びクレームに記載した範囲とは 

① 原明細書、図面及びクレームの文字あるいは図

形等で明確に表現した内容；及び 

② 当業者が原明細書、図面及びクレームの全てを

通じて、直接、明確に導き出すことができる内容； 

を含むと判示した事件がある 136)。 

 

３．７ 実施可能要件 

 

(1) 日本では、明細書及び図面に記載された発明

の実施についての教示と出願時の技術常識とに基

づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、ど

のように実施するかが理解できないとき（例えば、ど

のように実施するかを発見するために、当業者に期

待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験

等を行う必要があるとき）には、当業者が実施できる

程度に発明の詳細な説明が記載されていないことと

なる（特許法36条4項）137)138)139)。 

(2) 米国では、当業者が発明を実施できるように発

明を記載する必要がある（USC112 条第１段落）。実

施可能要件を満たしているか否かは、発明の実施

のために過度の無理な実験が必要となるか否かに

より判断される 140)。 

(3) 欧州では、出願は、当業者が発明を実施できる

ように十分に明瞭かつ完全な方法で発明を開示しな

ければならない（EPC83）。 

 また、実施例の他、当業者が周知の一般的知識を

用いて、不当な負担又は革新的な技術を必要とせ

ずに、発明を実施できる程度まで十分な情報を含む

必要がある 141)。 

(4) 中国では、明細書において、発明について当

業者が確実に実施できるように明確かつ完全に説

明をしなければならない（専利法26条3項）。 

 当業者が実施できるとは、当業者が明細書の記載

内容に基づいて、当該発明の技術方案を実施でき

、その技術的課題を解決でき、予期する技術的効果

が得られることをいう 142)。 

 

３．８ サポート要件 

 

(1) 日本では、サポート要件に関しては、クレームに

係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課

題が解決できることを当業者が認識できるように記

載された範囲を超えないことが求められる 143)。 

 すなわち、クレームに係る発明が、発明の課題解

決の範囲を超えていると判断された場合は、クレー

ムに係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記

載したものとが、実質的に対応し 

 

ているとはいえず、特許法 36 条 6 項 1 号の規定に

違反する 144)145)。 

 (2) 米国では、明細書は発明の記載を含む必要が

ある（USC112 条第１段落）。記載要件を満たしてい

るか否かは、当業者の視点から見て、出願時に出願

人がクレーム発明を所有していたことを示している

か否かにより判断される 146)。 
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(3) 欧州では、クレームは明細書によって裏付けら

れていなければならない(EPC84)。これは全てのク

レームの主題は、明細書に根拠がなければならな

いこと及びクレームが、明細書及び図面の範囲並び

に技術の寄与に正当化されるものより拡張されては

ならないこと意味する 147)。 

(4)中国において、クレームは明細書に基づかなけ

ればならない（専利法26条4項）。 

 各クレームが保護しようとする発明は、当業者が明

細書に十分に開示された内容から直接的に又は総

括的に導出できる発明でなければならず、かつ明

細書に開示された範囲を超えてはならない 80)。 

 

３．９ まとめ 

 

 以上の検討の結果、日米欧中におけるクレームの

記載に関する要件については、以下の表２に示す

相違があることがわかる。なお、表に示されていな

い事項については、相違がないという意味ではなく

、相違を簡潔に表すことが出来ないため、表中での

記載を割愛している。 

 

  

 

表２ 日米欧中におけるクレームの記載に関する要件 

  日本 米国 欧州 中国 

明確性 明細書とクレームの一致 要 要（緩い） 要（緩い） 要 

相対的な文言 △～× ○ × × 

約・おおよその文言 △ △ × × 

商標の使用 △ △～× × × 

任意的な特徴 △～× × ○ × 

達成すべき結果 △～× × △～× △～× 

数値限定 ○ ○ △ ○ 

図面の参照符号 × × ○ ○ 

否定的限定 △ ○ △ － 

発明の単一性（ＳＴＦの要否） 要 不要 要 要 

クレーム構造 

（プリアンブルが限定になるか） 

○ △ ○ ○ 

従属形式 マルチクレーム ○ △ 

（高額料金） 

○ ○ 

マルチのマルチクレーム ○ × ○ × 

置換型クレーム ○ × ○ △ 

個数制限 

（超過料金が発生しない上限） 

－ 総数：２０ 

独立項：３ 

総数１５ 総数１０ 

補正の制限 

（新規事項追加の判断のレベル） 

中レベル 緩やか 厳しい 厳しい 

サポート要件 中国に比し、緩やか 厳しい 
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 以上、第２章において「日米欧中におけるクレーム

の解釈及び権利範囲に関する要件」を検討し、第３

章において「日米欧中のクレームの記載に関する要

件」の相違を検討したが、次章（第４章）においては

、これらの相違を踏まえ、日米欧中で通用するクレ

ームをどのようにドラフティングしたらよいのかにつ

いて考察する。 
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